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問われる栄養士制度
―期待される管理栄養士・栄養士像の構築に向けて―

１．栄養は疾病の一次予防の柱
　日本は今や世界に冠たる長寿国になりましたが，平成 28年の日本人の男性の平均
寿命 80.98 年，健康寿命 72.14 年，女性の平均寿命 87.14 年，健康寿命 74.79 年と，平
均寿命と健康寿命の差が男性 8.84 年，女性 12.35 年にも及び健康寿命の延伸が課題と
なっています。また同年における日本人の死亡原因の 54.7％が生活習慣病となり，
国民医療費の 37.3％を占めています。高齢化の進展に伴い同じ年の要介護者は 622
万人，介護費は 10兆円を超え，また国民医療費も 41.3 兆円，1人当たり 32.5 万円と
なり，人生のQOLすなわち健康寿命が問われる時代となりました。
　「食は命」といわれます。栄養改善の効果は比較的軽く見られがちですが，健康増進，
疾病予防・治癒，回復効果，更には医療費の削減等の経済的効果が期待されます。
しかし現状を見ると，管理栄養士，栄養士活動に対する社会評価は十分とはいえま
せん。
　これからの管理栄養士，栄養士はこうした時代の変化を踏まえ，職業意識の高揚，
業務の科学性・専門性を高め，いかに栄養指導を通じて国民の保健・医療・福祉に
寄与できるかが問われています。幸い国の行政施策を見ますと，これからの医療は
対症療法だけでなく，過剰診療・薬頼りではない，食生活を健康的にコントロールし，
体質改善によって生活習慣病を予防することが重要視されています。
２．業務の専門性と栄養士制度の発展に向けた環境整備
　現在，栄養指導業務は複雑多様化しています。医学・栄養学の進歩，医療技術の
高度化に伴って，管理栄養士・栄養士には傷病者の療養のために必要な知識・技術
の向上が求められています。
　管理栄養士・栄養士の活動は保健・医療・福祉・介護，産業・教育など多岐にわ
たり，その内容も多様化・高度化しています。しかしどの職場で働くにせよ，管理
栄養士・栄養士には医療職としての資質を備え，栄養管理を通じた健康増進，疾病
予防・治療のための専門職としての活動が期待されています。
　だからこそ管理栄養士・栄養士の身分資格制度の向上，加えて保健・医療・福祉
等の需要に応じたレベルアップと医療職としての確かな位置づけに向けた制度改正
を図る必要があります。食（栄養）が変われば病気も変わる，寿命も健康度も医療
費も変わります。社会から期待され，評価される管理栄養士・栄養士像を作り上げ
ていきたいものです。
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（令和元年　日本栄養士会2019年度定時総会資料より）
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１．栄養士法の制定および改正の経緯

　栄養士法は，昭和22年制定以来今日まで主な改正は表１−１のとおりである。特に大きな改正は，平
成12年４月７日法律第38号，第 146回通常国会における改正である。
　改正の主な理由は，次のとおりである。
　生活習慣病が国民の健康面における大きな課題となっており，これらの疾病の発症と進行を防ぐには
食生活の改善が重要な課題となっていることから，管理栄養士制度を見直し，管理栄養士を傷病者に対
する療養のため必要な栄養の指導，個人の身体の状況，栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術
を要する健康の保持増進のための栄養の指導等を行う者として位置づけ，管理栄養士の資格を免許制と
するとともに，管理栄養士国家試験の受験資格を見直す等の措置を講ずる必要がある。

表１−１　栄養士法改正とその内容

　		年　月　日	 概　　　　　　　　　　　　要

昭和20年４月13日	 栄養士規則（厚生省令第14号）政府提案で栄養士資格を初めて規定
昭和22年12月29日	 栄養士法の制定（法律第245号）。議員立法
昭和25年３月27日	 栄養士法の一部を改正する法律（法律第17号）。議員立法
	 	　栄養士養成施設の修業年限及び栄養士試験の受験資格として必要な見習期間を昭和25年4

月1日以降2年以上としたことと，栄養士試験審査会に関する規定を設けたことであって，
その趣旨は，栄養士の知識と技術の向上を図るとともに栄養士試験の適正を期そうとするも
のである。

昭和27年７月31日	 栄養改善法（法律第248号）附則による改正
	 	　栄養審議会の設置に伴い，栄養士試験審査会に関する栄養士法第2条の2の規定を削除し

たものである。
昭和28年８月15日	 	地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律（法律第213

号）による改正
	 	　政令への委任規定を設け，法体系の整備を行ったものである。よって栄養士法施行令は，

これに基づき昭和28年8月31日政令第231号として公布された。
昭和37年９月13日	 栄養士法等の一部を改正する法律（法律第158号）。議員立法
	 	　栄養士の資質の向上を図るため栄養士のうち複雑又は困難な栄養の指導業務に従事する適

格性を有する者として，管理栄養士の資格を新たに設け管理栄養土試験及び養成施設等に関
し規制した。

昭和44年６月25日	 厚生省設置法等の一部を改正する法律（法律第51号）による改正
	 	　栄養士試験及び管理栄養士試験については，従来その業務を栄養審義会において処理して

いたが審議会から分離し，委員会を設けて実施することとした。
昭和60年６月25日	 栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律（法律第73号）による改正。議員立法
	 	　管理栄養士制度については，全面国家試験制度とするとともに，栄養改善法の一部を改正

し，都道府県知事の指定する集団給食施設への管理栄養士の必置規定を設ける。
平成12年４月７日	 栄養士法の一部を改正する法律（法律第38号）による改正
	 　管理栄養士業務に傷病者の療養のための栄養指導等を位置づけるとともに，管理栄養士の

資格を登録から免許制に改め，更に管理栄養士の国家試験受験資格の見直しをした。
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図１−１　栄養士法に規定する主な内容

	 栄養士，管理栄養士の定義
	 栄養士の免許制度
	 管理栄養士の免許制度

栄養士法
	 傷病者の療養のための栄養指導に当たっての主治の医師の指導

	 名称の独占
	 管理栄養士国家試験制度
	 栄養士，管理栄養士養成制度
	 罰則

図１−２　栄養士法関係の法規

	……………… 栄養士法（昭和22年12月29日　法律第245号）

	……………… 栄養士法施行令（昭和28年	8	月31日　政令第231号）

	……………… 栄養士法施行規則（昭和23年	1	月16日　厚生省令第	2	号）
	 	管理栄養士学校指定規則（昭和41年	3	月	2	日　文部・厚生共同省令第	2	号）

　なお，都道府県等では，栄養士法施行細則により，免許申請，その他必要事項について定めている。

２．栄養士・管理栄養士の定義

　この法律で，栄養士とは，都道府県知事の免許を受けて栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事する
ことを業とする者をいう。（第１条第１項）
　この法律で管理栄養士とは厚生労働大臣の免許を受けて，管理栄養士の名称を用いて，次の業務を行
う者とされた。
　①　傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導
②　個人の身体の状況，栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のた
めの栄養の指導
③　特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況，栄養状態，利用
の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理
④　③の特定給食施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者
と定義づけられている。

　アンダーラインの部分が平成12年に改正されたことを示す。以下同じ。

【栄養士及び管理栄養士の定義】
第�１条　この法律で栄養士とは，都道府県知事の免許を受けて，栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事する
ことを業とする者をいう。
　２	　この法律で管理栄養士とは，厚生労働大臣の免許を受けて，管理栄養士の名称を用いて，傷病者に対す
る療養のため必要な栄養の指導，個人の身体の状況，栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要
する健康の保持増進のための栄養の指導，並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設におけ
る利用者の身体の状況，栄養状態，利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの
施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者をいう。

法律

政令

省令
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５．世界の人口増加と食料・栄養問題

１．世界の人口増加と食料需給
　世界では，2005年から 2015年までの 10年間で人口が 8億 4,085 万人（12.9％）増加し，それに伴い
食料の世界需要は大幅に増加している。

20502040203020152005年

97.7億人見通し

65.4億人
73.8億人

85.5億人
92.1億人

14歳以下

65歳以上

15～64歳

↑

資料：	国連「World	Population	Prospects	:	The	2017	revision」
を基に農林水産省で作成

図４−７　世界の人口

112
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食用穀物
の消費量

野菜
の消費量

果実
の消費量

魚介類
の消費量

肉類
の消費量

資料：	FAOSTAT「Food	Balance	Sheets」を基に農林水産省
で作成

出典：	平成30年版食料・農業・農林白書

図４−８　�主要品目の世界需要（2003年＝100の指数）�
（左から，2003年，2008年，2013年）

２．2050年農産物需要は2005年比 64％増
　FAO（国際連合食糧機関）では，新たな世界人口の見通しを受けて2050年における食料需給の見通し
を発表した。これによると2050年に全世界で必要とされる農産物生産量は2005/07年比で 63.4％増，ま
た2012年に消費された農産物（食料，飼料，バイオ燃料用を含む）の48.6％増となるとされている。な
かでも人口増加が続くサブ・サハラ（サハラ砂漠以南）アフリカおよび南アジア地域で2050年に必要と
される農産物量は，2005/07年比で 132.4％増，2012年比で 112.4％増と予想している。
３．1日 1.90ドル未満で生活する極度の貧困人口7億 2,000万人
　世界銀行は，1日の収入が1.90ドル未満で生活する最貧困層が，2015年で 7億 2,00万人，世界人口の
9.6％となるとして，はじめて10％を下回ると発表した。その一方で，2018年の報告書では貧困の定義を
1日 5.5 ドル以下に拡大した場合，世界人口の半分近くが1日 5.5 ドル以下の収入で暮らしている現状が
明らかにされた。また世界の栄養不足人口は90年代から減少傾向にあったが，2014年以降増加し，2018
年には 8億 2000万人と 10年前の水準に悪化している。富の公平な配分，紛争の早期解決が望まれる。
４．食料・栄養問題を地球的規模で考える必要性
　食料・栄養問題は，今や地球的規模で考えなければならない時代を迎えている。供給エネルギー自給率
が2017年度で 38％の日本にとって，世界の食料問題は決して他人ごとではない。地球は有限であり，世
界が飢えれば日本もまた飢えることになる。人口増加，地球温暖化，異常気象，地球の砂漠化，戦争など
の食料供給を脅かす要因は山積し，深刻化している。食料・栄養問題をもっと地球的規模，世界的視野に
たって検討する必要性が高まっている。

〈参考〉ますます高齢化する世界

　世界の高齢化が進んでいる。2019年国連人口推計によれば，2018年の世界人口のうち
65歳以上人口が，5歳以下の子どもの数を上回った。これは人類史上初のことで，世界
的な出生率，死亡率の低下が影響している。65歳以上人口が世界の総人口に占める割合
は 2019 年 9.1％（総人口 77億 1300 万人），2050 年 15.9％（同 97億 3500 万人），2100
年 22.6％（同 108億 7500 万人）と今後さらに増加し，2050年までには高齢者人口が 5
歳以下の子どもの倍以上，また15〜 24歳の若者層の人口を上回るとみられている。
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６．人口動態の概況

（1）人口動態統計（Vital	statistics）は出生，死亡，死産，婚姻，離婚という人口の動態を計量的に把握し，
保健衛生や文化水準の指標として重要な役割を果たしている。

（2）「戸籍法」および「死産の届出に関する規定」により市区町村が届書を受理したつど人口動態調査票
を作成し保健所・都道府県を経由して厚生労働省に報告されるシステムがとられている。

（3）WHOが比較的人口規模の大きい地域の健康指標として表４−８のような事項を示している。
　WHOは 2000年６月に新たな健康指標として世界各国の健康寿命（Disability	Adjusted	Life	Expectancy）
を発表。

表４−７　人口動態の指標

	 １）総合的な健康指標	 	PMR（50歳以上死亡割合，PMIともいう），
	 	 平均余命，粗死亡率
	 ２）特殊な健康指標	 	乳児死亡率，伝染病死亡率，
	 	 医療保健活動の密度
	 ３）新しい健康指標	 	水道普及人口，下水道施設利用人口，
	 	 精神衛生・栄養・住民衛生に関する諸指標

(1) 出　生　率＝　　　年間出生数　　　×1,000　　　　　　　　10月１日現在日本人人口

(2) 死　亡　率＝　　　年間死亡数　　　×1,000　　　　　　　　10月１日現在日本人人口

(3)  自然増加率＝　　　自然増加数　　　×1,000　　　　　　　　10月１日現在日本人人口

(4) 乳児死亡率＝年間乳児死亡数 ×1,000　　　　　　　　　年間出生数

(5) 新生児死亡率＝年間新生児死亡数 ×1,000　　　　　　　　　　  年間出生数

(6) 死　産　率＝年間死産数 ×1,000　　　　　　　　年間出産数

(7) 自然死産率＝年間自然死産数 ×1,000　　　　　　　　　年間出産数　　 

(8) 人工死産率＝年間人工死産数 ×1,000　　　　　　　　　年間出産数

(9) 周産期死亡率＝年間周産期死亡数 ×1,000　　　　　　　　　　  年間出産数

(10) 妊娠満22週以後の死産率（総数，自然・人工）＝年間妊娠満22週以後の死産数（総数，自然・人工）×1,000　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　間　出　産　数

(11) 早期新生児死亡率＝年間早期新生児死亡数 ×1,000　　　　　　　　　　　　　  年間出生数

(12) 婚　姻　率＝　  年間婚姻届出件数　  ×1,000　　　　　　　　10月１日現在日本人人口 

(13) 離　婚　率＝　  年間離婚届出件数　  ×1,000　　　　　　　　10月１日現在日本人人口

注：１）	自然増加とは出生数から死亡数を減じたものをいう。
　　２）	乳児死亡とは，生後１年末満の死亡を，新生児死亡とは生後４週末満の死亡を，早期新生児死亡とは生後１週未満

の死亡をいう。
　　３）	死産とは，妊娠満12週（妊娠第４月）以後の死児の出産をいう。
　　４）出産数とは，出生数と死産数の合計をいう。
　　５）	周産期死亡とは，妊娠満22週以後の死産と早期新生児死亡をあわせたものをいう。

表４−８　地域の健康指標（WHO）

注：PMRとはProportional	Mortality	Ratioの略（PMR＝50歳以上の死亡数×100）
	

全死亡数
　　PMIとはProportional	Mortality	Indicatorの略



90

第 5 章　生活習慣病予防と栄養

第
五
章

　生
活
習
慣
病
予
防
と
栄
養

７．生活習慣病死亡率の国際比較

　欧米諸国と比べ，わが国は脳血管疾患（脳卒中）による死亡率は高いが，心臓病による死亡率の低いの
が特徴となっている。しかし，わが国も漸次心臓病による死亡が増加している。

表５−９　主要国の主な疾病の死亡率の年次別変化（人口10万対）

	 1980	 1985	 1990	 1995	 2000	 2005

	 総　　数	 405.8	 403.9	 426.6	 460.4	 472.2	 517.7
	 　が　ん	 139.1	 156.1	 177.2	 211.6	 235.2	 258.3
	 　脳卒中	 139.5	 112.2	 99.4	 117.9	 105.5	 105.3
	 　心臓病	 106.2	 117.3	 134.8	 112.0	 116.8	 138.7
	 　高血圧	 13.7	 10.6	 7.5	 6.6	 4.8	 4.6
	 　糖尿病	 7.3	 7.7	 7.7	 11.4	 9.8	 10.8

	 総　　数	 612.0	 599.2	 576.5	 569.7２）	 539.7	 490.9
	 　が　ん	 183.3	 193.3	 199.9１）	 205.6２）	 196.5	 188.7
	 　脳卒中	 74.9	 64.1	 58.6１）	 58.6２）	 59.6	 48.4
	 　心臓病	 324.0	 313.1	 286.2１）	 269.2２）	 243.1	 209.0
	 　高血圧	 14.4	 13.2	 12.9１）	 14.6２）	 15.9	 19.3
	 　糖尿病	 15.3	 15.5	 18.9１）	 21.7２）	 24.6	 25.3

	 総　　数	 819.0	 829.1	 774.3	 716.9	 729.5	 662.6
	 　が　ん	 262.4	 280.1	 280.8	 269.7	 256.4	 255.8
	 　脳卒中	 145.1	 146.7	 133.1	 117.8	 98.3	 81.2
	 　心臓病	 390.4	 378.2	 339.2	 312.3	 326.1	 298.9
	 　高血圧	 11.3	 9.2	 6.3	 5.6	 22.8	 33.3
	 　糖尿病	 9.7	 14.9	 14.8	 11.5	 25.8	 29.5

	 総　　数	 593.0	 587.2	 534.4	 516.6２）	 447.9	 436.0
	 　が　ん	 231.5	 239.2	 243.1	 244.6２）	 187.0	 188.4
	 　脳卒中	 125.8	 113.9	 85.5	 74.7２）	 64.5	 61.4
	 　心臓病	 212.0	 210.8	 183.3	 176.2２）	 174.3	 165.1
	 　高血圧	 10.5	 10.4	 10.9	 10.2２）	 6.3	 6.8
	 　糖尿病	 13.1	 12.9	 11.4	 10.9２）	 15.7	 17.2

	 総　　数	 815.9	 786.2	 756.0	 726.7	 700.7	 663.1
	 　が　ん	 241.9	 235.6	 235.1１）	 234.7	 238.4	 242.2
	 　脳卒中	 110.4	 115.9	 114.1１）	 112.5	 114.9	 92.9
	 　心臓病	 440.0	 430.5	 384.7１）	 353.9	 319.3	 294.8
	 　高血圧	 4.2	 4.3	 5.2１）	 7.6	 8.2	 11.3
	 　糖尿病	 19.4	 15.1	 16.8１）	 18.0	 19.9	 21.9

　注：１）は1989年の数値。
	 ２）は 1994年の数値。
	 2005年の心臓病の死亡率は ,全て ICD10の死

因基本分類コードⅠ00-Ⅰ02, Ⅰ05-Ⅰ09, Ⅰ21,
	 Ⅰ22, Ⅰ20, Ⅰ24, Ⅰ25-Ⅰ51の合計による数値。
	 総数は，5つの疾患を合計した数値とした。

資料：厚生労働省「人口動態統計」
	 World	Health	Statistics	Annual，1960～ 2000
	 WHO	“Statistical	Information	System	

Mortality	Database”	（2005）
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〈参考〉生活習慣病予防の国際的動向

資料：健康づくりのための食環境整備に関する検討会報告書（平成16年），一部要約

　生活習慣病は，先進国のみならず，多くの発展途上国においても人々の健康を損なう大きな問題であり，栄養・
食生活及び身体活動等の対策を，ヘルスプロモーションの考え方に基づいて推進することが全世界的な課題と
なっている。WHOは地球規模で，栄養・食生活や身体活動を通じて生活習慣病の予防を強力に推進することを
目的として，「食生活，身体活動と健康に関する全世界戦略」（Global	 strategy	 on	 diet,	 physical	 activity	 and	
health）を提案している。その案の中で，食環境面からの働きかけとして，次のような取組を紹介している。
　食物へのアクセスという観点からは，健康的な食品の開発・生産・販売を推進するために，市場への優遇措
置を含めた政策，例えば，税制，補助金及び直接的な価格設定あるいは農業政策等を講じている国もある。
　一方，情報へのアクセスに関しては，一般消費者が健康的な食物を選択する拠り所となる情報提供という意
味合いから，「インフォームド・チョイス」の重要性が唱えられている。
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８．悪性新生物（がん）死亡率の変化

（1）わが国の死因の第１位を占めるがんは中年期とくに40歳以降に多く発生している。がんの死亡割合
は年々増加し，平成30年では男218,625人，女 154,959人，死亡率は人口10万対で 300.7（前表５−７）
となっている。

（2）部位別では男は肺がん，女は大腸がんが首位，次いで男では胃がん，女では肺がんとなっている。

表５−10　性・部位別にみる悪性新生物死亡数の推移

注：１）肝および肝内胆管を示す。　２）気管，気管支および灰を示す。　３）結腸と直腸，S状結腸移行部および直腸
を示す。	 資料：厚生労働省「人口動態統計」

昭和 55（‘80） 平成 2（‘90） 12（‘00） 22（‘10） 27（‘15） 30（‘18）

男
悪性新生物
　　　胃
　　　肝１）

　　　膵
　　　肺２）

　大　腸３）

　その他
女
悪性新生物
　　　胃
　　　肝１）

　　　膵
　　　肺２）

　大　腸３）

　乳　房
　子　宮　
　その他

93,501
30,845
9,741
4,483
15,438
	7,724
25,270

68,263
19,598
	4,227
	3,352
	5,856
7,015
4,141
5,465
18,609

130,395
	29,909
	17,786
		7,317
	26,872
	13,286
	35,225

87,018
17,562
	6,447
	6,001
	9,614
11,346
	5,848
	4,600
25,600

179,140
	32,789
	23,602
	10,380
	39,053
	19,868
	53,439

116,344
	17,852
	10,379
		8,714
	14,671
	16,080
		9,171
		5,202
34,275

211,435
	32,943
	21,510
	14,569
	50,395
	23,921
	68,097

142,064
	17,193
	11,255
	13,448
	19,418
	20,317
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	28,843
	17,032
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注：	１）大腸は，結腸と直腸S状結腸移行部及び直腸を示す。ただし，昭和40年までは直腸肛門部を含む。　	
２）肝は肝と肝内胆管を示す。	 資料：	厚生労働省「人口動態統計」

図５−８　部位別にみた悪性新生物の年齢調整死亡率の推移（人口10万対）
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７．特別用途食品の表示制度

（1）健康増進法第26条の規定により病者用，乳児用，幼児用，妊産婦用，その他内閣府令で定める特別
の用途に適する旨の表示をする場合は，内閣総理大臣の許可（厚生労働大臣の意見を聴く）が必要と
されている。

図９−４　特別用途食品制度の概要

（2）販売に供する食品で特別の用途に適する旨の表示をしようとする者は，製品見本を添え，商品名，原
材料の配合割合やその製品の製造方法，成分分析表，許可を受けようとする特別用途表示の内容その
他内閣府令で定める事項を記載した申請書を，その営業所所在地の都道府県知事を経由して内閣総理
大臣に提出し，許可を受けなければならないとされている。

（3）許可期限は，平成９年10月 20日以降許可された食品については，規制緩和計画に基づき撤廃された。
（4）病者用等特別用途食品制度の沿革について以下に示す。
　　病者用などの特別用途食品は，欧米諸国では1970年ごろにはすでに規格基準を設け，食品開発が進み，
商品が市場に出回っていた。
　　また，国連機関のFAO，WHOでも合同食品規格委員会（Joint	FAO／WHO	Codex	Alimentarius	
Commission）を設けて特別用途食品の規格作成を行っている。わが国では，病者用特別用途食品に対
する社会的要請が高まってきたことから，厚生大臣の諮問機関である栄養審議会が昭和48年12月20日，
特別用途食品の範囲，表示の許可基準，表示の解釈の３点からなる答申を厚生大臣あてに提出した。厚
生省（現厚生労働省）ではこの答申をうけて，昭和48年 12月病者用食品の表示許可基準を定め，許
可を行ってきた。
　　平成21年の消費者庁の発足に伴い，食品等の表示制度が消費者庁に移管された。
　　平成27年度から食品表示法が施行され，各省にまたがる食品表示は一元化された。

病 者 用 食 品 低たんぱく質食品，アレ
ルゲン除去食品，無乳糖
食品，総合栄養食品（い
わゆる濃厚流動食），糖
尿病用組み合せ食品，腎
臓病用組み合せ食品＊

えん下困難者用食品
とろみ調整用食品＊＊＊

乳児用調製粉乳
乳児用調製液体乳＊＊

えん下困難者用食品

	特 定 保 健 用 食 品

乳 児 用 調 製 乳

妊産婦，授乳婦用粉乳
特

別

用

途

食

品

	特 定 保 健 用 食 品

個別に病者用としての
有効性等評価した食品

〔規格基準型〕
〔個別評価型〕

＊令和元年９月９日より追加。
＊＊平成30年８月８日より追加された。
＊＊＊平成30年4月1日より制度が開始された。

消

費
者 庁 許

可

消

費者
庁許可

（個別評価型）

病 者 用 食 品

消

費者
庁許可

条件付き条件付き
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８．（平成21年改定の）特別用途食品の表示制度

（1）健康増進法に基づく特別用途食品制度は，時代のニーズに沿って平成21年度から図９－５のとおり
改正された。

（2）平成 21年度に新しく創設された総
合栄養食品：治療中や要介護状態の患
者が通常の食事摂取に困難を伴うこと
から，経口での摂取が不十分な場合に
食事代替や補助として，必要なエネル
ギーを含め，栄養素のバランスや性状
（流動性）を考慮した加工食品（濃厚
流動食）を指す。
　　総合栄養食品の利用により，通常の
食事が摂取できない場合でも，効率よ
くたんぱく質等の栄養成分と熱量を摂
取して腸管を利用するため，生理的な
栄養補給が可能になる。また，長期の
使用でも栄養成分の欠乏が起こりにく
い等，在宅療養を含め，病者の栄養管
理に適している。
　　総合栄養食品の規格基準は表９－９のとおりである。

表９−９　総合栄養食品の規格基準

　図９−５　特別用途食品の対象範囲の見直しの概要（平成21年４月から）

規　格 必要的表示事項

１　疾患等により経口摂取が不
十分な者の食事代 替品とし
て，液状又は半固形状で適度
な流動性を有していること。

２　別表１の栄養成分等の基準
に適合したものであること。※

（粉末状等の製品にあっては，
その指示通りに調製した後の
状態で上記１及び２の規格基
準を満たすものであれば足り
る。）

１「総合栄養食品（病者用）」の文字
２　医師，管理栄養士等の相談，指導を得て使用することが適当である旨
３　栄養療法の素材として適するものであって，多く摂取することによって疾病が

治癒するというものではない旨
４　摂取時の使用上の注意等に関する情報
５　基準量（別表１）及び標準範囲（別表２）を外れて調製した成分等がある場合

はその旨（「○○調製」）
６　１包装当たりの熱量 
７　１包装当たり及び100kcal当たりのたんぱく質，脂質，糖質，食物繊維，水分，ナ

トリウム，食塩相当量及び基準量（別表１）又は標準範囲（別表２）を外れて調製
された成分の含量

８　欠乏又は過剰摂取に注意すべき成分がある場合はその旨

許容される特別
用途表示の範囲
食事として摂取
すべき栄養素を
バランスよく配
合した総合栄養
食品で，疾患等
により通常の食
事で十分な栄養
を摂ることが困
難な者に適して
いる旨

※ただし，個別に調製した成分等については，この限りではない。

＊１ アミノ酸スコアを配慮すること。
＊２ 必須脂肪酸を配合すること。
＊３ ニコチンアミドとして
＊４ ニコチン酸として
＊５ プロビタミン・カロテノイドを含まない。

別表１（栄養成分等の基準）
100ml（又は100g）当たりの熱量

熱　量

別表２（標準範囲）

  成　分 100kcal当たりの組成
 ビオチン 2.3μg以上
  亜　鉛 0.35～1.5mg
  クロム 1～7μg
  セレン 1～18μg
 　 銅 0.04～0.5mg
 マンガン 0.18～0.55mg
モリブデン 1～12μg
  ヨウ素 8～120μg

100kcal当たりの組成成　分 100kcal当たりの組成成　分

80～130kcal

たんぱく質＊1 3.0～5.0ｇ
脂　質＊2 1.6～3.4ｇ
糖　質 

50～74％（熱量比として）食物繊維 
ナトリウム 60～200mg
ナイアシン 0.45mgNE～15＊3（5＊4）mg
パントテン酸 0.25mg以上
ビタミンA 28μgRE～150μgレチノール＊5
ビタミンＢ1 0.04mg以上
ビタミンＢ2 0.05mg以上
ビタミンＢ6 0.06～3.0mg
ビタミンＢ12 0.12μg以上

ビタミンC 5mg以上
ビタミンD 0.3～2.5μg
ビタミンE 0.4～30mg
ビタミンK 3～13μg
葉　酸 12～50μｇ
塩　素 50～300mg
カリウム 80～330mg
カルシウム 33～115mg
鉄 0.3～1.8mg
マグネシウム 14～62mg
リ　ン 45～175mg

妊産婦，授乳婦用粉乳
乳幼児用調製粉乳
高齢者用食品

そしゃく困難者用食品
そしゃく・えん下困難者用食品

病者用食品
許可基準型
病者用単一食品
　低ナトリウム食品
　低カロリー食品
　低たんぱく質食品
　低（無）たんぱく質高カロリー食品
　高たんぱく質食品
　アレルゲン除去食品
　無乳糖食品
病者用組合わせ食品
　減塩食調製用組合わせ食品
　糖尿病食調製用組合わせ食品
　肝臓病食調製用組合わせ食品
　成人肥満症食調製用組合わせ食品
個別評価型

栄養表示基準に
基づく栄養強調
表示で対応

宅配食品栄養
指針で対応

妊産婦，授乳婦用粉乳
乳幼児用調製粉乳
えん下困難者用食品

病者用食品
許可基準型

　低たんぱく質食品

　アレルゲン除去食品

　無乳糖食品

　総合栄養食品

個別評価型

いわゆる濃厚
流動食（新規）

見

　
直

　
し
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５．「授乳・離乳の支援ガイド」2019年改定

１．改定のポイント
　平成31（2019）年３月に厚生労働省は「授乳・離乳の支援ガイド」を10年ぶりに改定した。新しい支
援ガイドの改定のポイントは，①授乳・離乳を取り巻く最近の科学的知見等を踏まえた適切な支援の充実，
②授乳開始から授乳リズムの確立時期の支援内容の充実，③食物アレルギー予防に関する支援の充実，④
妊娠期からの授乳・離乳等に関する情報提供のあり方，である。
２．離乳の支援に関する基本的考え方
　今回の改定に当たっては，子どもの食欲，摂食行動，成長・発育のパターン等，子どもにはそれぞれ個
性があるので，離乳に関しては画一的な進め方にならないように留意することが強調されている。また成
長期の各段階における子どもの食べ方や摂食機能の目安の記載の充実が図られている。

図 15−９　離乳食の進め方の目安

離乳の開始	 離乳の完了

以下に示す事項は，あくまでも目安であり，子どもの食欲や成長・発達の状況に応じて調整する。

離乳初期
生後5〜 6か月頃

離乳中期
生後7〜 8か月頃

離乳後期
生後9〜 11か月頃

離乳完了期
生後12〜 18か月頃

食べ方の目安 ○子どもの様子をみな
がら 1日 1回 1 さじず
つ始める。
○母乳や育児用ミルク
は飲みたいだけ与える。

○ 1日 2回食で食事の
リズムをつけていく。
○いろいろな味や舌ざ
わりを楽しめるように
食品の種類を増やして
いく。

○食事リズムを大切に，
1日 3回食に進めてい
く。
○共食を通じて食の楽
しい体験を積み重ねる。

○ 1日 3回の食事リズ
ムを大切に，生活リズ
ムを整える。
○手づかみ食べにより，
自分で食べる楽しみを
増やす。

調理形態 なめらかにすりつぶし
た状態

舌でつぶせる固さ 歯ぐきでつぶせる固さ 歯ぐきで噛める固さ

1回当たりの目安量
Ⅰ 穀類	（g)

つぶしがゆから
始める。すりつ
ぶした野菜等も
試してみる。

慣れてきたら，
つぶした豆腐・
白身魚・卵黄等
を試してみる。

全がゆ
50〜 80

全がゆ 90〜
軟飯 80

軟飯 80〜
ご飯 80

II 野菜・
果物	（g)

20〜 30 30〜 40 40〜 50

III 魚	 （g) 10〜 15 15 15〜 20
又は肉 (g) 10〜 15 15 15〜 20
又は豆腐
	 (g)

30〜 40 45 50〜 55

又は卵
	 （個）

卵黄1〜
全卵1/3

全卵 1/2 全卵 1/2〜
2/3

又は乳製
品	 （g)

50〜 70 80 100

歯の萌出の
目安

乳歯が生え始める。 1歳前後で前歯が	
8本生えそろう。

離乳完了期の後半頃
に奥歯（第一乳臼歯）
が生え始める。

摂食機能の
目安

口を閉じて取り込みや
飲み込みが出来るよう
になる。

舌と上あごで潰してい
くことが出来るように
なる。

歯ぐきで潰すことが出
来るようになる。

歯を使うようになる。

※衛生面に十分に配慮，して食べやすく調理したものを与える
出典：厚生労働省「授乳・離乳支援ガイド」2019年3月

� �
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６．母子相互作用

（1）よく，「子どもはお母さんの心音を聞いて育つ」などといわれるが，子どもの心身の成長発達は母子
相互作用に負うところが大きい。

（2）図 15− 10は，母子間に同時に発生する相互作用を示したもので，母と子の肌と肌との接触感覚，
授乳中の目と目の接触，語りかけ，身ぶり，手ぶりの行動，これに体臭などが関係を深める要素とな
っていることを示している。

（3）特に，乳児の吸啜行動による乳頭の刺激は大切で，乳房に赤ちゃんが口をつけるだけでも価値は大き
く，母体の泌乳ホルモンであるプロラクチン，射乳ホルモンであるオキシトシンの分泌が高まり，母
乳の出がよくなり，いっそうのスキンシップも深まることになる。

図 15 − 10　生後数日間に同時に発生しうる相互作用（母から子どもへ，子どもから母へ）

　　　　資料：Klaus.	M.	H.	&	Kennell.	J.	H.,	1966

（4）ホスピタリズムと愛情遮断症候群について以下に説明する。
　①　病院や施設に入所していることによって起こる子どもの身体的・心理的発育障害の中に“ホスピタ
リズム（hospitalism）”と呼ばれる障害がある。

　　　ホスピタリズムの問題は，20世紀初頭，栄養・衛生面で十分管理されていた小児病棟において，
乳児の高い死亡率が見られたことから小児科医によって注目され，その後スピッツ（Spits,	R.）やボ
ウルビィ（Bowlby,	 J.）によって研究が進められてきた。彼らの研究は，栄養や衛生条件以上に，母
親（あるいは代理者）との間に築かれる温かい関係が，乳幼児の心身発達上，重要であることを明
らかにしている。

　②　わが国でも，児童福祉対策が十分整備されていなかった頃，「適正な栄養を与えても発育不良とな
り，極端な場合は，消耗症といった強度の発育障害が起こることがある」と指摘され，「児が正常に
発育するためには，2割近く栄養を多目に与える必要がある」と報告されている。つまり，欲求不満・
愛情の欠落があると，栄養素の消化吸収，利用といった栄養効率が悪くなり，その結果，成長ホル
モンの分泌も悪くなって発育障害を来すことになるのである。

　③　家庭において母子分離，適切な母性愛的愛撫の欠如・不足に起因する母性的養育の喪失（maternal	
deprivation）が見られる場合は，愛情遮断症候群（deprivation	syndrome）が観察されると報告されて
いる。子どもの養育に当たっては，心理現象と生理現象が密接に関わっていることを再認識し，愛
情を込めた態度で子どもに接してあげたい。

接　触

目と目を合わせる

調子の高い声

エントレインメント

time giver

Ｔ及びＢリンパ球，
大食細胞

鼻腔内細菌叢

におい

温　熱

目と目を合わせる

啼　泣

オキシトシン

プロラクチン

におい

エントレインメント

母 子

母 子

１.

２.

３.

４.

５.

１.

２.

３.

４.

５.

６.

６.

７.

８.

９.
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３．相対的貧困率の国際比較
　OECDの 2010年調査によると，わが国の17歳以下の子どもの相対的貧困率（貧困線に満たない世帯
の割合）は，OECD加盟国34か国中 10番目に高く，OECDの平均を上回っている（図16－ 33）。
　子どもの相対的貧困率の低い国は，福祉先進国のデンマーク，フィンランド，ノルウェーなど北欧諸国
となっている。

図16− 33　相対的貧困率の国際比較（2010年）　子どもの貧困率

OECD平均
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（注）ハンガリー，アイルランド，日本，ニュージーランド，スイス，トルコの数値は2009年，チリの数値は
2011年。

資料：内閣府「平成26年版子ども・若者白書」
　　　OECD （2014） Family database “Child Poverty”

４．子どもの貧困対策に関する法律・貧困対策大綱
　すべての子どもが，親の経済状態に関わりなく将来を切り開いていく社会の実現が求められている。貧
困家庭の子どもは，成長した後も自らも経済的に困窮をきたしやすいなど貧困の連鎖が危惧される。
　子どもの貧困対策については，平成25年６月に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」（平成25年
法律第64号）が成立し，平成26年１月 17日に施行された。本法では，子どもの将来がその生育環境に
よって左右されることのないよう，貧困状態にある子どもが健やかに育成される環境を整備するととも
に，教育の機会均等を図るため，子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的としている。
　貧困対策大綱では，子どもの貧困対策に関する基本的な方針をはじめ，子どもの貧困に関する指標，指
標の改善に向けた当面の重点施策，子どもの貧困に関する調査研究等および施策の推進体制について定め
ている。
　平成28年度からスタートした，第3次食育推進基本計画における子どもの貧困対策としては，「子ど
もの貧困対策に関する大綱」に基づく食育の推進，1人親家庭の子どもの居場所づくり，子どもの未来応
援国民運動による関係NPO等への支援等が謳われている。
　子どもの将来が，生まれ育った環境によって左右されることのないよう，子どもの社会環境，食環境の
改善を図りたい。

資料：
１．厚生労働統計協会「厚生の指標増刊　国民の福祉と介護の動向　2018／ 2019」2018年 9月 5日発行
２．内閣府「平成29年版子供・若者白書」平成29年 9月 25日発行

〈参考〉社会全体で推進する貧困対策「子供の未来応援国民運動」

　子どもの貧困対策の推進を目的に設立された「子供の
未来応援国民運動」推進事務局（内閣府，文部科学省，
厚生労働省，日本財団）では，うさぎのキャラクターと
して有名な「ミッフィー」を手掛けた絵本作家のディック・
ブルーナ氏のイラストを採用したポスターを作成し，運
動の広報・啓発を進めている。
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　日本老年学会と日本老年医学会は平成29年1月に，現在一般に「65歳以上」とされてい
る高齢者（old）の定義を「75歳以上」とするという提言を発表した。65歳〜75歳は「心身
とも元気な人が多く，高齢者とするのは時代に合わない」として「准高齢者（pre-old）」，
また90歳以上を「超高齢者（oldest-old，super-old）」と位置づけている。今後，社会保障
制度との関連から議論を呼びそうだ。

高齢者の定義：「65歳以上」を「75歳以上」に提言

　農林水産省は，「介護食」の範
囲を「噛むこと」「飲み込むこと」
が難しい人向けだけでなく，低
栄養の予防，日々の生活をより
快適にする食品として広く捉え
た「スマイルケア食」のロゴマ
ークを作成している。

介護の日ポスター


